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令和７年１１月１９日



屋外広告物是正指導の事案について（報告）

１．報告の趣旨

２．是正指導対象者

○会社名 ： 株式会社みなみ
○店 舗 ： 質みなみ 二又瀬店 外７店舗
○本店住所： 福岡市東区筥松新町2番23号

○屋外広告物法及び条例の理念である『良好な景観の形成、風致の維持、公衆に対する危害防
止』を実現するため、無許可広告物の是正指導を実施している。

○是正指導に当たっては、口頭及び文書により指導を行っているが、対応がなされない広告主や広
告業者等に対しては、除却の措置命令や氏名等公表ののち、刑事告発及び行政代執行を行うこ
とになる。

○このたび、以下における事業者について、刑事告発及び行政代執行を実施する可能性が生じた
ため、報告するもの。

○株式会社みなみは、市内に８店舗『質みなみ』を展開している。当該全店舗において、福岡市屋
外広告物条例上の許可を受けていない状態で広告物を設置していたことが判明した。なお、現
地調査による目視では、（告示に定める）規格基準についても不適合である可能性がある。

○これを受け、市は当該会社に対し、これまで口頭及び文書の両面から指導を続けてきたが、対応
が得られない状況が続いている。

○そのため、福岡市において初めての手続きとなる『措置命令』及び『氏名公表』を実施したが、
未だ当該会社からは反応が得られていない。

○このまま是正対応が得られなければ、刑事告発及び行政代執行手続きを実施していく予定。

３．事案概要

 店舗名 住所  店舗名 住所 

① 二又瀬店 東区筥松新町 ⑤ 唐人町店 中央区荒戸 

② 千早駅前店 東区松崎 ⑥ 花畑店 南区屋形原 

③ 板付店 博多区板付 ⑦ 長尾店 城南区長尾 

④ 高砂店 中央区高砂 ⑧ 荒江店 早良区荒江 

 

４．指導履歴と今後の流れ

令和７年１１月 都市景観室

【参考】是正指導全体の流れ

＜期間の目安＞

通知文書期日
３ヵ月

注意文書期日
２ヵ月

指導文書期日
２ヵ月

弁明機会期日
２週間

措置命令期日
２ヵ月

意見陳述期日
２週間

催告期日
２ヵ月

【補足事項】
●福岡市において、過去に「弁明の機会の付与通知」までは実施したことがある。
●他都市において、刑事告発及び行政代執行の手続きを開始した事例はある。

（例）京都市（行政代執行の文書戒告時点で自主撤去となったため、実施せず）
●各段階の期日は、相手方の動きに応じて猶予等する場合がある。

③ 指導

④ 弁明の機会の付与通知 行政手続条例第13条第1項第2号

⑤ 措置命令

⑥ 公表の通知 条例第43条の2

条例第16条第1項

意見を記載した
書面の受領

⑦ 氏名等の公表

⑨ 刑事告発(刑事訴訟法) 条例第46-48条

⑩ 行政代執行(行政代執行法) 屋外広告物法第7条第3項

措置履行

履行を確認し
是正終了

「確約書」を提出

※文書又は口頭による
是正の監理を行う。

巡回・通報・現地調査等
による違反事実の確認

① 通知

② 注意

【
文
書
通
知
】

⑧ 是正措置の催告
    令和 6 年 3 月   高砂店、大手門店に対する通知文書送付 

令和 6 年 9 月   唐人町店に対する通知文書送付  

令和 6 年 11 月  現地調査のうえ、その他６店舗分の通知文書送付      
  

    令和 7 年 3 月  注意文書送付 
          
    令和 7 年 5 月  指導文書送付 ※相手方受取拒否→特定記録郵便にて送付 

 
    令和 7 年 7 月  弁明の機会の付与通知送付 ※相手方受取拒否→特定記録郵便にて送付 

         
    令和 7 年 8 月  措置命令送付 
     
    令和 7 年 10 月 27 日  公表の通知 ※相手方受取拒否→特定記録郵便にて送付 
 

令和 7 年 11 月 18 日  氏名公表・是正措置の催告 
 

    令和 8 年 1 月 20 日（予定）   刑事告発・行政代執行 

２ヶ月 

２週間 

２ヶ月 

２ヶ月 

３ヶ月 

２週間 

２ヶ月 現在 
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		店舗名

		住所

		

		店舗名

		住所



		①

		二又瀬店

		東区筥松新町

		⑤

		唐人町店

		中央区荒戸



		②

		千早駅前店

		東区松崎

		⑥

		花畑店

		南区屋形原



		③

		板付店

		博多区板付

		⑦

		長尾店

		城南区長尾



		④

		高砂店

		中央区高砂

		⑧

		荒江店

		早良区荒江









＜適合していない可能性のある規格基準＞
※地域区分：商業・沿道系地域

・壁面利用（設置）広告物
壁面面積の1/3以下
（壁面設置広告物については、50㎡以内）

＜適合していない可能性のある規格基準＞
※地域区分：商業・沿道系地域

・壁面利用（設置）広告物
壁面面積の1/3以下
（壁面設置広告物については、50㎡以内）

＜適合していない可能性のある規格基準＞
※地域区分：商業・沿道系地域

・壁面利用（設置）広告物
壁面面積の1/3以下
（壁面設置広告物については、50㎡以内）

・関係法令：道路占用許可無し

＜適合していない可能性のある規格基準＞
※地域区分：商業・沿道系地域

・壁面利用（設置）広告物
壁面面積の1/3以下
（壁面設置広告物については、50㎡以内）

■二又瀬店（本店）

■唐人町店

■荒江店

■板付店

<参考＞質みなみ店舗写真 <参考＞屋外広告物規格基準
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